
令和４年度 “ふじのくに”士民協働 施策レビュー 改善提案への対応状況
し みん

１ 基本情報

２ 施策推進の視点・主な取組

３ 現状・課題

政策 政策２ 安心して暮らせる医療・福祉の充実

政策の柱 ２－２ いつまでも自分らしく暮らせる長寿社会づくり

議論した施策

（１）地域包括ケアシステムの推進

（２）認知症にやさしい地域づくり

（３）介護・福祉人材の確保

実施日／班名 ９月 10 日（土） 第１班 担当部局名 健康福祉部 福祉長寿局

☞ 視点１ 医療と介護の連携や地域での生活を支える仕組みの充実

① 介護予防の取組促進

② 地域で日常生活を支援する仕組みの充実

③ 介護サービスの充実

☞ 視点２ 認知症の人とその家族を支える仕組みの充実

④ 認知症の人とその家族への支援

☞ 視点３ 介護サービスの量の確保と質の向上

⑤ 介護サービス等を支える人材の確保と資質の向上

⑥ 介護職場の労働環境と処遇の改善

【現状・課題１】

n 県内の高齢化率（総人口に占める65歳以上の割合）は、2022年4月現在30.2％で過去最高とな
っています。

n 健康寿命は、2019年で男性73.45歳、女性76.58歳と全国トップクラスですが、健康寿命と平
均寿命の差を縮めることが課題です。

n 健康寿命の延伸に向けて、健康長寿の３要素（運動・食生活・社会参加）を促進することに
より、生活の質の向上が必要です。

n 高齢者の地域活動への参加を促すため、高齢者が自ら運営に参加し、体操や趣味活動などを
行う通いの場等の充実が必要です。

n 医療保険制度等に基づく保健事業と介護保険制度に基づく介護予防事業が、それぞれの制度
や年齢によって別々に実施されており、地域の健康課題に対して横串を通した一体的な取組

が必要です。

n 新型コロナウイルスの感染拡大により、社会活動の自粛による身体・認知機能の低下が懸念
されます。



４ コーディネーター取りまとめコメント（コーディネーターが議論を総括して取りまとめ）

５ 施策の改善提案と対応状況

暮らしやすい地域社会を続けていくには、行政だけでなく地域で、そして地域が支える環境を

作る必要がある。それを考えるうえでのキーワードは、当事者意識をどれだけ持つことができる

か、自分ごと化できるかではないか。そのための課題は大きく３つある。

○介護や福祉の当事者以外の人が関心を持つこと①②

○介護人材の確保③④

○認知症への理解促進⑤

これらを解決するための前提として、自助、共助、公助の考え方を私たちも再度考える必要が

ある。行政はその考え方を頻繁に県民に伝えていくことが必要である。

改善提案 対応の方向性

①介護・福祉分野への理解

を深め、県や市町の取組

を伝えるには、幅広い人

に情報が伝わるような広

報をすることが重要であ

る。世代別に広報ツール

を使い分けるなど、ＰＲ

方法を工夫することが必

要である。

現在の取組といたしましては、小学生の親子を対象とした介護の

しごと体験イベントや、アクティブシニアを対象とした介護に関す

る講座の開催など、幅広い世代に対して介護について知る機会を提

供しているところです。

御提案のとおり、介護・福祉分野への理解を深めるには、多くの

人に伝わるよう、ターゲット別に広報を行うことが重要です。

そのため、中・高・大学生等若年層にはＬＩＮＥ等の活用、40 代

以上の方にはフェイスブック等を活用してまいります。また、小学

生を対象としたイベントの募集チラシでは、謎解き要素を入れて興

味を引くものにするなどにより、幅広い世代に対し介護・福祉分野

における県の取組を発信してまいります。

【現状・課題２】

n 2019年度の静岡県の調査では、高齢者の「自宅や高齢者向けケア付住宅で最期を迎えたい」
という希望に対し、実際に亡くなった場所は病院が多く、本人の希望と現状にギャップがあ

ります。

n 住み慣れた地域で最期まで安心して在宅療養できるようにするため、医療と介護の切れ目の
ないサービスの提供を促進するとともに、在宅医療を実施する診療所や訪問看護ステーショ

ンの整備等を支援する必要があります。

n 住み慣れた地域で生活し、人と交流することは、生活の質の向上や介護予防、認知症予防に
も効果的である一方で、高齢者ほど外出頻度が減少していく傾向があることから、高齢者が

外出しやすい環境の整備が必要です。

【現状・課題３】

n 要介護（支援）認定者の増加が見込まれることから、量的に十分な介護サービスの提供体制
を整備する必要があります。

n 介護サービスは、利用者の心身の状況や生活環境などにより、必要なサービス種別が異なる
ことから、住み慣れた地域で必要なサービスが利用できるよう、種別ごとのサービス見込み

量の推計を踏まえ、計画的に基盤整備を進める必要があります。



②介護・福祉分野への当事

者意識を育むために、イ

ベントやワークショップ

の開催、教育現場での介

護・福祉現場における職

場体験やボランティアの

場の提供などにより、介

護・福祉の分野に接点を

持つことができる機会の

充実が必要である。

現在の取組といたしましては、小・中・高校への訪問による福祉

職セミナーや福祉施設見学・体験会の開催などにより、介護の仕事

の理解促進に取り組んでいるところです。

御提案のとおり、介護・福祉分野への当事者意識を育むためには、

介護・福祉との接点を持つ機会の提供が重要であるため、新たに大

学のボランティア担当窓口と連携した介護施設のインターンシッ

ププログラム作成や、小学生親子向け介護のしごと体験イベントを

学校等様々な主体が実施できるプログラム（介護に関連した謎解き

イベント等）の作成など、若年世代から介護・福祉に触れる機会の

提供に取り組んでまいります。

③介護人材の確保が課題で

あるが、介護や福祉に対

してネガティブなイメー

ジがあるため、メディア

や SNS 等を活用し、やり

がいのある仕事であるこ

とを積極的に周知してい

く必要がある。

現在の取組といたしましては、若手介護職員からなる「介護の未

来ナビゲーター」による学校への出前講座や就職ガイダンスへの派

遣、1日の仕事を紹介する動画などにより、実際に介護事業所に勤

務している方の生の声を伝え、介護職に対するネガティブイメージ

の払拭を図っているところです。

御提案のとおり、イメージ向上には積極的な広報が重要なことか

ら、今後は、ＳＮＳ等、様々な広報ツールを活用し、介護の未来ナ

ビゲーターによる介護の仕事のやりがいや魅力を発信するなど、多

くの方に介護に関する正しい情報を発信してまいります。

④介護人材不足の解消のた

め、外国人人材の積極的

な活用や、介護ロボット

の活用や業務の ICT 化に

よる業務の負担軽減を図

る必要がある。

現在の取組といたしましては、外国人介護人材候補者を受入れる

介護事業所に対する助成や、職場定着のための巡回相談や研修交流

会、日本語研修などを実施しています。また、職員の負担軽減・業

務効率化のための介護ロボットや ICT 機器の導入経費の助成を行

っているところです。

御提案のとおり、介護人材不足の解消のためには、外国人人材の

更なる受入れや、ICT 化等による業務負担軽減が必要なことから、

新たに外国人人材と県内介護事業所の海外合同面接会を開催し、新

規就業を支援していくとともに、介護ロボットや ICT 機器導入によ

る業務改善の普及促進を図ってまいります。

⑤認知症への理解を深める

ため、認知症サポーター

の養成やワークショップ

の開催、SNS 等のツールに

よる広報などを通じて、

認知症の人に対する県民

理解を促進する必要があ

る。

現在の取組といたしましては、認知症の当事者である静岡県希望

大使が市町で講演等を行い、自らの体験や希望、必要としているこ

と等を発信するほか、県でも企業・職域向けの認知症サポーター養

成講座を開催し、認知症の症状や認知症の人と接するときの心構え

などを学び、地域の住民・生活関連企業等の認知症への理解促進を

図っているところです。また、養成した認知症サポーターを、地域

の認知症当事者への具体的な支援に繋げる取組（チームオレンジ）

の全市町での設置を促進するため、ニーズ把握からチーム立上げま

でを伴走的に支援する事業を実施しています。

御提案のとおり、認知症サポーターの養成やワークショップ等の

各種講座開催に加え、SNS 等の各種広報媒体等も活用しながら、幅

広い層への認知症の理解普及を行い、認知症になっても住み慣れた

地域で安心して暮らせる環境づくりを推進してまいります。


